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１．開催趣旨 

YYCセールトレーニングは、スポーツ振興、帆走技術の向上、安全航行の啓蒙を図るため、実施する。 

 

２．開催日程 

第 1回 平成 23年 5月 8日．第 2回 6月 12日．第 3回 7月 10日．第 4回 8月 21日． 

第 5回 10月 9日．各日曜日 

 

３．スタート 

10時 30分から 50分 本部艇アンカリング。監視艇配置。 

11時 00分  スタート 

14時 00分  タイムリミット 

14時 00分から 30分 本部艇および監視艇撤収 

 

４．YYCセールトレーニング海域 

金沢区福浦 1丁目地先の海域 

 

５．適用規則 

帆走指示書。また、海上衝突予防法、港則法等を遵守すること。 

 

６．航行上の注意とセールトレーニングの事前説明会 

東京湾の航行上の規則と注意、漁具設置場所の詳細、セールトレーニング運営内容、海上回航ポイン

トである緯度経度の情報提示、安全航行等の周知徹底の為に艇長会議をセールトレーニング開催日当

日の午前 9時 00分より社団法人横浜ヨット協会 2階会議室で実施。 

 

７．海域までの移動形態・待機場所 

各艇エンジン付きの小型船舶の為、海上衝突予防法の他、他の一般船舶の航行に充分注意しながら各々

磯子区磯子１丁目所在の YYC から機走にて有資格者が直接操船してセールトレーニング海域まで航

行する。待機場所については、セールトレーニングコースとスタートラインをはさんでセールトレー

ニング実施海域との反対側の区域を指示し、現場では本部艇と監視艇 1 隻が参加艇に指導する。この

待機中に本部艇はセールトレーニング全艇の参加を確認する。 

 

８．セールトレーニング内容 

① 参加者、本部艇、監視艇配置終了後、本部艇より信号旗と音響信号により待機しているセ

ールトレーニング参加者にスタート 5分前を告知する。 

② スタートを本部艇より信号旗と音響信号により告知する。 

③ 他の一般船舶の航行を妨げる可能性のある参加艇に対しては、監視艇が外部スピーカーに
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て回避するよう告知する。他の一般船舶の動向等によりセールトレーニングそのものの続

行が困難と判断した場合には、速やかに本部艇より音響信号ならびに信号旗にてセールト

レーニング艇に通告をする。 

④ セールトレーニング終了後の回航は、それぞれ海上衝突予防法に基づき、有資格者が直接

操船して機走にて帰港する。 

⑤ 本部艇において、全ての参加艇のセールトレーニング終了を確認する。 

⑥ 海上回航ポイントは、緯度経度で示すものとし、目標物となるブイ等の設置は行わない。 

 

９．参加資格 

社団法人 横浜ヨット協会 会員艇及び当該実行委員会が参加を認めた艇。また、有効な船舶検査証書

を有し、法定安全備品を搭載し、有効なヨット保険に加入していること。 

 

１０．参加艇総数  

合計 20艇以内。 

 

１１．セールトレーニング参加費 

各セールトレーニング １艇 1,000円  艇長会議時に支払う。いかなる場合も返金しない。  

 

１３．参加申込書の方法 

ホームページ上より、参加申込書・申告書・乗員名簿をダウンロードし、必要事項を記入の上、開催

日前の木曜日までに、メールまたは FAXにて申込を行うこと。なお、2度目以降の参加時は、参加申

込書並びに申告書に変更が無ければ、名簿のみ提出すること。 

 

１２．申込先 

平成 23年 5月 1日より受付開始 

233-0016 横浜市磯子区磯子１-5-16  社団法人横浜ヨット協会 

YYCセールトレーニング実行委員会 

TEL.045-751-1304  FAX 045-751-1305  MAIL.postmaster@yyc.or.jp 

 

１３．参加申込手続き 

申込完了後、当日午前 9時より開催の艇長会議に、各艇より 1名が出席すること。 

 

１４．申込締切 

各セールトレーニング共、開催日前の木曜日までとする。 
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１５．セールトレーニングの中止 

悪天候、視界不良等の場合、別紙「安全対策」に定める規定に基づき、セールトレーニング実行委員

会の判断により、中止することがあります。その通知は横浜ヨット協会掲示板または海上本部艇にて

行う。ただし、スタート後は、本部艇に N旗を掲げ長音３音を発し、参加艇に通知する。 

 

１６．表彰 

YYC所属艇を対象に年間成績で表彰する。 

 

１７．責任の所在 

セールトレーニング参加艇の乗員及び艇体についての責任はすべてセールトレーニング参加艇が負う

ものとし、セールトレーニングへの参加、リタイア、継続の判断は参加艇が決め、主催者ならびにセ

ールトレーニング実行委員会は、その責任を一切負わない。 

 

１８．個人情報の取り扱い 

個人情報は本セールトレーニングに必要なもののみ使用し、個人情報保護法により適正に処理する。 

 

１９．問い合わせ先  

〒235-0016 横浜市磯子区磯子 1-5-16 

社団法人横浜ヨット協会 YYCセールトレーニング実行委員会 

TEL.045-751-1304  FAX.045-751-1305 MAIL.postmaster@yyc.or.jp  

 


